
資料１ 平成２６年９月定例会（事前）

文教厚生委員会（保健福祉部）

平成２６年８月豪雨災害に係る被災者支援について

１ 生活福祉資金貸付金「緊急被災者支援貸付金」の創設

（１）貸付対象 ：台風１１号・１２号により被災した低所得者世帯

（災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金の貸付対象となる

場合及び火災等自然災害の場合を除く。）

（２）対象経費 ：住宅の補修等被災した住宅の復旧及び家財の購入に要する経費

（３）貸付限度額：３００万円（既存災害時貸付金 １５０万円）

（４）貸付条件 ：貸付利子 年１.５％（連帯保証人が立つ場合は無利子）

据置期間 ６ヶ月

償還期間 ７年

償還方法 月賦

２ 災害援護資金貸付金に係る「緊急災害利子補給補助金制度」の創設

（１）実施主体 ：那賀町

（２）対象者 ：台風１１号・１２号により負傷又は、住居、家財に被害を

受けた者

（３）貸付限度額：３５０万円

（４）貸付条件 ：貸付利子 年３％（県が利子補給するため、実質無利子）

据置期間 ３年（特別の場合５年）

償還期間 １０年（据置期間を含む）

償還方法 年賦又は半年賦

３ 「平成２６年徳島県台風１１号・１２号災害義援金」の募集

（１）実施期間 ：平成２６年８月２７日（水）から同年１０月３１日(金）まで

（２）受入機関 ：徳島県・（福）徳島県共同募金会・日本赤十字社徳島県支部

（３）受付方法 ：窓口・銀行振込・郵便振替・現金書留

（県は銀行振込と郵便振替のみ）

(４）義援金の配分： 徳島県、(福）徳島県共同募金会、日本赤十字社徳島県支部、

日本放送協会徳島放送局、徳島新聞社等で構成する義援金配分委員会で決定

し配分する。

４ 「災害ボランティアセンター」の設置

名称 活動期間 ニーズ累計 ボランティア数

阿南市災害 ８月４日～ １２４件 延べ ５９８名

ボランティアセンター ８月２０日

海陽町被災者支援 ８月４日～ ９５件 延べ ４０３名

ボランティアセンター ８月２２日

那賀町災害 ８月１３日～ ２６１件 延べ １，２６０名

ボランティアセンター ８月２４日

徳島県災害 ８月４日～ - -

ボランティアセンター ８月２４日


